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1 

現  行 改 正 後 

Ⅱ．少額短期保険業者の監督にあたっての評価項目 

 

Ⅱ－3 業務の適切性 

 

（新設） 

 

 

Ⅱ．少額短期保険業者の監督にあたっての評価項目 

 

Ⅱ－3 業務の適切性 

 

Ⅱ－3－14 障害者への対応 

 

「総合指針Ⅱ－4－11＜障害者への対応＞」に準じて取扱うものとする。 

 

 


